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○ はじめに

群馬県は、県土の３分の２を森林が占めています。

豊かな水を育み、また災害を防止するなど、私たちの暮らしを支え、

多くの恵みをもたらす森林は、県民共有の財産です。

県では、この大切な森林を守り、育て、次世代に引き継いでいくため、

県民税均等割の超過課税として「ぐんま緑の県民税」を

平成２６年４月から導入し、様々な施策に取り組んでいます。

○ 目指すべき目標

木材価格の低迷や山村地域の過疎化・高齢化などにより放置され、荒廃が進む森
林の整備を進めるため、また、森林を取り巻く新たな課題に対応するため、次の目
標に向けて施策を進めます。

豊かな水を育み、災害に強い森林づくり

里山・平地林等の森林環境を改善し、
安心・安全な生活環境を創造●

●

○ 期間

●事業期間 ５年間（平成２６年度から）
●課税期間 ５年間（個人平成２６年度課税（平成２５年所得分から））

（法人平成２６年４月１日以降に終了する事業年度分から）
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平成２６～２８年度ぐんま緑の県民基金事業

ぐんま緑の県民税評価検証委員会は、税の使途の透明性・公平性を
確保し、事業内容の検討、実績評価・効果検証を行うため、平成２６
年に設置され、平成26年度に３回、平成２７年度に３回、平成２８年
度に２回、計８回の委員会を開催し、ぐんま緑の県民基金事業の執行
状況や効果について検証・評価を行ってきました。

□ ぐんま緑の県民税評価検証委員会の総括意見

・ぐんま緑の県民税が導入され、３年が経過した。導入初年度は、市町村、県民への普及啓発が

不足していたこともあり、十分な成果が得られたとは言えなかったが、２年目からは市町村、県民

への浸透の効果が現れて、３年目に入ると浸透度が更に増して、着実に県全体に広がりを見せ

るようになってきたことは高く評価される。

・条件不利地の森林整備事業は、森林所有者の所在確認や承諾、境界線の確定などに時間を

要しており、進捗状況は高いとは言えないものの、本基金によって初めて手がけられた事業であ

り、地域の森林の状況を熟知している県だからこそ可能となる事業であると評価される。今後は、

自治体、森林組合の一層の協力を得て、作業効率を高めて、進捗率を高めること。

・森林ボランティア活動については、普及啓発の成果が、森林ボランティア団体数、会員数に現

れており、着実に成果が積み重ねられており、高く評価できる。インタープリターの育成も順調に

推移しており、園児や児童生徒、県民全体への森林環境教育が広がっている。このことは、ぐん

ま緑の県民税の意義についても理解を深めることに結びつき、森林県である本県において官民

一体となった分権型地域づくりの一つのモデルとして高く評価できる。今後は、さらに県民への普

及啓発を進め、全県に広がっていくことに期待する。

・市町村提案型事業については、平成２６年度の２９市町村１１７事業から、平成２７年度は３１市

町村２０８事業まで増加し、平成２８年度は３５全市町村２６６事業まで増加し、県下全市町村で

取り組まれるようになったことは高く評価できる。これは、本基金への自治体、住民への浸透度

が年々高まってきたからであり、県民参加によって里山整備が進められた。また、希少種の保護

など、県民によって環境保全も図られるようになり、後世に群馬の自然環境を伝えることができる

ことも高く評価される。こうした地域の生活環境の改善は、本税を導入したからこそ進められるよ

うになり、ぐんま緑の県民税の導入趣旨に適ったものと評価できる。ただし、事業の継続性に課

題が残っており、市町村提案型事業においてB評価が付けられた理由の多くは、この点にあるか

らでもある。里山の整備や自然環境の保全事業が一過性事業とならないために、県民税の継続

を検討し、本事業の継続性を担保することが重要となっている点には留意すること。

・制度運営については、順調に進んでいると認められるが、効果検証をさらに進めるためには、

現地調査や実際に事業に参画している県民へのヒアリングなどを行うこと。

・以上より、森林整備事業については進捗率が低いものの、その理由は概ね想定されていたこと

であることを配慮すると、本基金は概ね当初の計画通りに推進されており、基金の使途について

も妥当であると認められる。

・ただし、諸事業が一過性の事業とならないようにすることが自治体、県民からも求められており、
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財 源
【収入】基金（税収、寄附金、運用益、諸収入）

２，２７４，８５３千円

使い道
【支出】ぐんま緑の県民基金事業 １，８６８，０４６千円

Ⅰ 水源地域等の森林整備
【林政課】

Ⅱ 森林ボランティア活動・森林環境教育の推進 【緑化推進課】

Ⅲ 市町村提案型事業
【林政課】

Ⅳ 制度運営（普及啓発、評価検証、導入経費）
【林政課・林業試験場

・税務課】

３２，５１４千円

４２，７５５千円

Ⅰ 水源地域等の森林整備
６６．９％

総事業費
１，８６８，０４６千円

Ⅱ 森林ボランティア活動・
森林環境教育の推進
１．７％

ぐんま緑の県民基金事業の実施概要

Ⅳ 制度運営
２．３％

Ⅲ 市町村提案型
２９．１％

（内訳） ・税収２，２７１，６０５千円 ・寄附金２，５９３千円 ・運用益４８０千円 ・諸収入１７５千円

総事業費に占める
各事業の割合

１，２４８，４３８千円
※平成２８年度繰越事業 ２９４，８２０千円

５４４，３３９千円
※平成２８年度繰越事業 ３２，４６２千円
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Ⅰ 水源地域等の森林整備

● 条件不利地森林整備
地理的、地形的な条件により林業経営が成り立たず放置されている条件不利な森林を対象として、

間伐などの森林整備を実施します。

● 水源林機能増進
市町村が管理する簡易水道等の上流部の森林であって、水源涵養機能等の低下が懸念される森

林を対象として、間伐などの森林整備を実施し、水源涵養機能の増進を図ります。

● 松くい虫被害地の再生
松くい虫被害木が放置され、笹や竹が繁茂した森林を対象として、コナラやスギなどを植栽し、新た
な森林へ再生を図ります。

１ 概要

《林政課》

２ 事業の流れ

事業区域の検討や森林所有者の調査を
実施し、判明した森林所有者に対して、
事業説明や実施に関する承諾を得ます。

①区域調査委託

森林所有者から承諾を得た森林を対象

に、事業の実施区域の測量や標準地調

査を実施します。

３ 整備イメージ

調査結果を基に間伐等の森林整備を実
施します。

・手入れがされず、公益的機能が低下した森林

・林内は暗く、下層植生が乏しい

・下層植生が回復し、公益的機能の高い森林へ移行

間伐などの森林整備の実施

現状

将来

②実施計画調査委託

③森林整備の実施

・間伐の実施により、林床に光をあてて、下草などの
下層植生を回復させる
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【平成２６～２８年度の実績】 １，２４８，４３８千円

４ 実施状況

○条件不利地

森林整備
・区域調査

２，９９０ｈａ

７１，０７６千円

・実施計画調査

１，２９０ｈａ

１７５，７３６千円

・森林整備

９１０ｈａ

５３８，６８７千円

・補償費

１３３千円

○水源林

機能増進
・区域調査

１，７６７ｈａ

３３，９０１千円

・実施計画調査

７５４ｈａ

９１，９３０千円

・森林整備

４０８ｈａ

２１４，３７９千円

○松くい虫

被害地の再生
・区域調査

４１４ｈａ

７，８９３千円

・実施計画調査

９０ｈａ

１２，４３１千円

・森林整備

６８ｈａ

１０１，６１７千円

・補償費

１１千円

・事務費 ６４３千円

着工前 着工後

水源林機能増進（南牧村）

現 在

条件不利地等の森林整備（中之条町）

着工前 着工後 現 在
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